
木造建築設計推進事業
（木造化促進アドバイス）

１．対象者

滋賀県内で建築物※の木造化や木質化の発注や設計を検討
または実施されている方など
※：建築物の用途は原則、非住宅用途のもの（一部除く）

・公共建築物の発注担当者や民間企業等の建築物を計画されている方、
設計者の方など、お気軽にお問合せください。

・構想段階など早い段階での相談をおすすめします。

２．アドバイス・相談の内容

設計のコツ（防耐火・構造、耐久性、維持管理、コストな
ど）、発注方法、木材調達方法、補助制度の情報提供等

・専門の木造化促進アドバイザーが対応します。

・大量の木材が必要である等、木材流通調整が必要な場合、
製品流通調整員が相談に対応することも可能です。

◎申込先・問合せ先
滋賀県 琵琶湖環境部 びわ湖材流通推進課 びわ湖材利用係
TEL: 077-528-3915 / MAIL: dj02@pref.shiga.lg.jp
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②調整

※質問事項をまとめて送付いただけますと
スムーズにアドバイス等の対応ができます。

④木材利用
(木造化・木質化)

「びわ湖材（県産木材）」等の木材を
建築物に利用する方法をアドバイスします！（無料）
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